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１１１１    職員数に関する状況職員数に関する状況職員数に関する状況職員数に関する状況                                                                                            （単位：人） 

※ 平成２４年４月１日現在の職員数（ｉ）の他に西秋川衛生組合へ３人、秋川衛生組合へ１人、 

あきる野市社会福祉協議会へ２人、東京市町村総合事務組合へ１人を派遣しております。 

 

２２２２    職員の勤務時間その他の勤務条件の状況職員の勤務時間その他の勤務条件の状況職員の勤務時間その他の勤務条件の状況職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

（１） 勤務時間（平成２４年４月１日現在） 

    職員の勤務時間は、基本型は午前８時３０分から午後５時１５分までの１日７時間４５分、週

３８時間４５分です。 

 

（２） 休暇の状況 

    休暇の種類は、年次有給休暇、病気休暇、公民権行使等休暇、妊娠出産休暇、妊娠症状対応   

休暇、早期流産休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、育児参加休

暇、子どもの看護休暇、生理休暇、慶弔休暇、感染症予防休暇、災害休暇、事故休暇、業務停止

休暇、骨髄液提供休暇、ボランティア休暇、夏季休暇、短期の介護休暇及び介護休暇があります。 

    平成２３年の年次有給休暇の平均取得日数は１０．８日です。 

  

（３） 育児休業の状況（平成２３年度） 

    地方公務員の育児休業等に関する法律に基づき、子を養育する職員の継続的な勤務を促進する 

   ため、子が３歳に満たない場合は「育児休業」を、小学生未満の場合は１日の勤務時間のうち２

時間を限度として勤務しないことができる「部分休業」を取得することができます。 

                                （単位：人） 

区     分 男 性 女 性 

育児休業の承認件数 1 6 

育児休業期間延長の承認件数 0 1 

部分休業の承認件数 0 1 

平成２３年

４月１日現

在職員数 

(a) 

採用等の状況 

平成２４年４

月１日 (ｂ) 

派 遣

帰 任

（ｃ） 

退職等の状況 

（23 年 4 月 2 日から 24 年 4 月 1 日） 

平成２４年

４月１日現

在職員数 

(i=a+ｂ+c-h) 

前年度

比較 

(i-a) 
定年 

(d) 

普通 

(e) 

死亡 

(f) 

その他 

(g) 

計 

(h=d+e+f+g) 

437 13 2 14 3 0 6 23 429 △8 



３３３３    職員の分限懲戒処分の状況職員の分限懲戒処分の状況職員の分限懲戒処分の状況職員の分限懲戒処分の状況 

   分限処分とは、職員が一定の事由によりその職責を十分に果たすことができない場合に、本人の 

意に反する不利益な身分上の変動をもたらす処分です。分限処分には、免職、休職、降任、降給の 

４種類があります。 

   懲戒処分とは、職員の一定の義務違反に対する道義的責任を問うことにより、公務における規律 

と秩序を維持することを目的とする処分です。懲戒処分には、免職、停職、減給、戒告の４種類が 

あります。 

   平成２３年度の分限懲戒処分の状況は次のとおりです。 

                                  (単位：人) 

区 分 
分  限  処  分 懲  戒  処  分 

免 職 休 職 降 任 降 給 免 職 停 職 減 給 戒 告 

処分者数 0 1 0 0 1 0 2 1 

 

４４４４    職員の服務の状況職員の服務の状況職員の服務の状況職員の服務の状況 

   全ての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のため勤務し､職務遂行に当たっては全力を挙げ 

て職務に専念しなければなりません。職務遂行に関して職員が守るべき義務は次のとおりです。 

区   分 内         容 

法令等及び上司の職務

上の命令に従う義務 

職員は、その職務を遂行するに当たって、法令等の定めに従い､かつ、

上司の職務上の命令に忠実に従わなければなりません。 

職務に専念する義務 職員は、勤務時間中全力で職責を遂行しなければなりません。ただ

し、研修を受ける場合、厚生に関する計画の実施に参加する場合等

に限り、職務専念義務が免除されます。 

信用失墜行為の禁止 職員は、その職の信用を傷つけ、または職員の職全体の不名誉とな

るような行為をしてはなりません。 

秘密を守る義務 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。その職を退

いた後も、また、同様です。 

政治的行為の制限 職員は､政党その他の政治的団体の結成に関与する等の特定の政治

的活動を行うことが制限されています。 

争議行為等の禁止 職員は､争議行為等が禁止されています。 

営利企業等の従事制限 職員は、営利企業に従事することは制限されており、従事する場合

には許可を受けなければなりません。 

 

 



５５５５    職員の研修及び勤務成績の評定の状況職員の研修及び勤務成績の評定の状況職員の研修及び勤務成績の評定の状況職員の研修及び勤務成績の評定の状況 

 （１） 職員研修実施状況（平成２３年度）                  (単位：人) 

研 修 種 別 
受 講 

者 数 
備     考 

派
遣

研
修
 

東 京 都 市

町 村 職 員

研 修 所 

必修研修 190 
新任研修、現任研修、係長研修、課長研修、部長

研修 

選択研修 124 

講師養成研修、政策・法務研修、能力開発研修、

情報処理研修、専門職研修、実務研修、特別研修、

スポット研修 

そ の 他 

派 遣 研 修 
実務研修等 24 

市町村職員中央研修所、中小企業大学校、全国建

設研修センター、日本経営協会、東京都福祉保健

局、東京都立多摩総合精神保健福祉センター 等 

          小   計 338   

独
 

自
 
研

 
修
 

市 

一般研修 159 

新任職員研修、新任職員フォロー研修、新任職員

指導者研修、現認職員研修「政策立案研修」、係

長・主査研修「リーダーシップ研修」、管理職研

修「評価者研修」、「議会研修」 

実務研修 136 
クレーム対応力向上研修、文書作成研修、法令基

礎研修、庁内実務研修「財務」、「会計」 

特別研修 655 

クレーム対応マニュアル研修、安全衛生科「生活

習慣病予防」、普通救命講習、防犯研修、特別講

演「協働のまちづくり」、公務員倫理・服務研修

講師養成、公務員倫理・服務研修 

職

場

研

修 

市 388 

地域主権戦略大綱等に基づく権限移譲について、

担当課への問い合わせの運用課題について、リス

クマネジメント研修、行政対象暴力対応研修、業

務継続計画について、新任職員の人材育成につい

て、市有林の現状と課題、あきる野市の防災につ

いて 等 

         小    計 1,338  

          合   計 1,676  

 

 

 

 

 

 

 



（２） 人事考課（勤務評定） 

    職員の日常の勤務や仕事ぶりを通じて、その成績、能力及び態度を組織的、客観的に評価し、 

職員の能力開発、指導育成、配置、昇任選考などに反映し公正かつ適正な人事管理を行っていき

ます。 

    人事考課には、定期考課と特別考課の２種類があります。 

 定期考課対象期間…平成２３年１月１日から平成２３年１２月３１日 

特別考課対象期間…平成２３年４月１日から平成２３年 ８月３１日 

    定期考課対象職員…特別考課対象者を除く全職員 

    特別考課対象職員…新規採用職員で、採用の日から５月を経過した職員 

評  定 項  目…成績（仕事の成果）、能力（知識、企画力、指導力など）及び態度（積極

性、協調性、責任感、規律性） 

 

６６６６    職員の福祉職員の福祉職員の福祉職員の福祉 

（１） 福利厚生制度 

    職員の厚生制度として、地方公務員法第４２条の規定に基づき、あきる野市職員互助会を設置

し、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事業を実施しています。 

    この互助会は、職員の会費及び市の補助金などで運営されています。職員の会費は毎月の給料

月額に１０００分の５を乗じた額で、市の補助金は平成２３年度実績で職員 1人当たり 

５，０００円です。運営費の構成は職員の会費１に対して補助金は０．２４の割合となっており

ます。 

    また、共済制度は、地方公務員等共済組合法に基づき、職員の掛金と市の負担金の財源により、

短期給付事業（医療等）、長期給付事業（年金関係）、福祉事業（住宅貸付等）を行っており、国

民年金、厚生年金健康保険及び国民健康保険などと同様に社会保険制度の一環とされております。 

 

（２） 健康診断の実施状況（平成２３年度） 

                              (単位：人) 

区   分 受診者数 

定期健康診断 557 

胃 検 診 109 

ＶＤＴ検 診 177 

婦人科検 診 87 

腰 痛 検 診 297 

計 1,227 

    

 

 

 

 

 



（３） 公務災害補償の状況 

    公務上及び通勤途上の災害により、負傷または死亡した場合には、地方公務員災害補償基金か

ら一定の補償が行われます。（平成２３年度中に認定された件数） 

                          （単位：人） 

区  分 傷 病 死 亡 

公 務 災 害 3 0 

通 勤 災 害 0 0 

                                             

 

７７７７    公平委員会の業務の状況公平委員会の業務の状況公平委員会の業務の状況公平委員会の業務の状況 

   あきる野市は、１１市５町８村１３一部事務組合で共同設置している東京都市町村公平委員会に

加入しております。業務内容としましては、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置

の要求を審査､判定し必要な措置をとります。また、職員に対する不利益処分についての不服申し

立てに対する採決又は決定をしています。 

 

（１） 勤務条件等に関する措置の要求の状況    （単位：件） 

前年度からの 

継続案件 

平成２３年度

申立て事案数 
完結件数 

翌年度継続 

件 数 

0 0 0 0 

 

（２） 不利益処分に関する不服申立ての状況    （単位：件） 

前年度からの 

継続案件 

平成２３年度

申立て事案数 
完結件数 

翌年度継続 

件 数 

0 0 0 0 

 

※ 問い合わせ 総務部職員課人事給与係 電 話 ０４２－５５８－１１１１  

内 線 ２３２１・２３２２ 


